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　中国湖北省武漢市における新型コロナウイルスの感染拡大にともない，政府は１月 21 日に関係閣僚会議
を開催し，その中で国立感染症研究所による「新型コロナウイルス感染症に対する対応と院内感染対策」（医
報：新型コロナウイルス感染症情報第１報）が示されました。
　その後１月 28 日には厚労省が新型コロナウイルス感染症を「指定感染症」に指定し，京都におきまして
も１月 30 日に府医・府病協・私病協と京都府・京都市が一堂に会して「新型コロナウイルス感染症に関す
る連絡会議」を開催いたしました。この間，「指定感染症」の施行についても当初２月７日とされていたも
のが２月１日へ前倒しされ，「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について」が２月１日に事務
連絡として発出され同３日に府医へ提示されましたところです。
　今般，この「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について」につきましてお知らせするととも
に，その要約を下記に記載しております。会員各位におかれましてはこの内容について十分にご理解いただ
き，今後の診療体制にご協力をいただきますようお願い申し上げます。

①「帰国者・接触者外来」の設置について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に十分対応するために疑い例を診察する「帰国者・接触者外来」（非
公表）が設置されることとなりました。

②「帰国者・接触者相談センター」の設置について
疑い例を「帰国者・接触者外来」へ受診させるよう調整を行う，「帰国者・接触者相談センター」が設置

されました。疑い例に該当する者は，医療機関（「帰国者・接触者外来」）を受診する前にまず「帰国者・接
触者相談センター」（別表参照）へ電話により問い合わせることとなっております。

③ 一般の医療機関における診療について
一般の医療機関においては，患者が本来「帰国者・接触者外来」を受診すべき疑い例（※）であることが受

付等で判明した場合は，患者本人から「帰国者・接触者相談センター」へ連絡することを勧めてください。

　（※）新型コロナウイルス感染症の疑い例の定義
　　　 （現時点の定義であり，今後，変更の可能性がございます。）
　　　　以下のⅠおよびⅡを満たす場合を「疑い例」とする。
　　　　Ⅰ．発熱（37.5 度以上）かつ呼吸器症状を有している。
　　　　Ⅱ．発症から２週間以内に，以下の（ア），（イ）の曝露歴のいずれかを満たす。

（ア）武漢市を含む湖北省への渡航歴がある。
（イ）  「武漢市を含む湖北省への渡航歴があり，発熱かつ呼吸器症状を有する人」との

接触歴がある。
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帰国者・接触者相談センター

▶ 一般の方のための連絡先（医療機関からの問い合わせも可）

⃝京都府

受付時間　�▪平日　　　　　午前８時 30 分〜午後８時 00 分� �
▪土・日・祝日　午前８時 30 分〜午後５時 15 分

TEL　075－414－4726
  ※健康対策課内に設置

⃝保健所

受付時間　平日　午前８時 30 分〜午後５時 15 分
保健所名 電　話 所　在　地

乙 訓 保 健 所 075－933－1153 向日市上植野町馬立８

山城北保健所 0774－21－2911 宇治市宇治若森７－６

山城南保健所 0774－72－0981 木津川市木津上戸 18－１

南 丹 保 健 所 0771－62－2979 南丹市園部町小山東町藤ノ木 21

中丹西保健所 0773－22－6381 福知山市篠尾新町１－91

中丹東保健所 0773－75－0806 舞鶴市倉谷 1350－23

丹 後 保 健 所 0772－62－4312 京丹後市峰山町丹波 855

⃝京都市

受付時間　�平日・土・日・祝日　24 時間� �
（受付時間変更の場合は改めて京都市ホームページでお知らせします）

TEL　075－222－3421
  ※健康安全課内に設置
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▶ 医療機関のための連絡先

⃝京都市
開庁日

（開庁時間：８：30 〜 17：00）
休日・夜間

（夜間：17：00 〜翌８：30）

医療衛生センター
感染症対策担当
（全行政区担当）

TEL 746－7200
FAX 251－7233

最寄りの区役所へご連絡ください。

【区役所】
北　区　TEL 432－1181　　上京区　TEL 441－0111　　左京区　TEL 702－1000
中京区　TEL 812－0061　　東山区　TEL 561－1191　　山科区　TEL 592－3050
下京区　TEL 371－7101　　南　区　TEL 681－3111　　右京区　TEL 861－1101
西京区　TEL 381－7121　　伏見区　TEL 611－1101

※ 感染症発生届の送付先は，休日・夜間でも同じ FAX番号（251－7233）です。
※ 休日・夜間の場合は，FAX送付の上，区役所にご連絡ください。

※ 休日・夜間については，区役所の宿直担当者が対応しますので，感染症等の内容および御連絡先をお伝えください。
　 宿直から医療衛生センター担当者に連絡を入れ，医療衛生センター担当者から折返しご連絡いたしますので，お待ち
ください。

⃝京都市以外
休日・夜間の電話連絡は，各保健所の宿直が承り，担当職員に連絡します。 

保健所名 管轄市町村 連　絡　先

乙 訓 保 健 所 向日市，長岡京市，大山崎町 電話 075－933－1153
FAX 075－932－6910

山城北保健所 宇治市，城陽市，八幡市，京田辺市，久御山町，井手町，宇治田原町 電話 0774－21－2911
FAX 0774－24－6215

山城南保健所 木津川市，笠置町，和束町，精華町，南山城村 電話 0774－72－0981
FAX 0774－72－8412

南 丹 保 健 所 亀岡市，南丹市，京丹波町 電話 0771－62－2979
FAX 0771－63－0609

中丹西保健所 福知山市 電話 0773－22－6381
FAX 0773－22－0429

中丹東保健所 舞鶴市，綾部市 電話 0773－75－0806
FAX 0773－76－7746

丹 後 保 健 所 宮津市，京丹後市，伊根町， 与謝野町 電話 0772－62－4312
FAX 0772－62－4368

※ 電話番号が第１報より変更となっております。前頁の電話番号と同じです。
※  FAX送信の場合は，事前に電話での連絡をお願いします。
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